
  

1 
 

令和５年度第２回 横浜市いじめ問題専門委員会 

日   時 令和５年５月 18 日（木）18：00～20:10 

場   所 市庁舎18階共用会議室みなと６・７ 

出 席 者 

渥美義賢、石川由衣、石野百合子、礒﨑仁太郎、片山里美、栗山博史、近藤昭

一、清水尚子、高橋雄一、辻孝弘、西村哲雄、飛田桂、平井美佳、芳川玲子 （14

名） 

欠 席 者 別府政行 

開催形態 公開 傍聴人：０人 報道関係：０人 

議  題 
（１）「いじめ重大事態に関する再発防止策」令和４年度の取組状況について

【公開】 

 

議事及び 

決定事項 

 

審議にあたり、委員長が会議について、公開を確認した。 

会議録の確認者を石川委員に決定した。 

 

（１）「いじめ重大事態に関する再発防止策」令和４年度の取組状況について

【公開】 

ア 教育委員会からの諮問について確認した。 

イ 委員から意見が出され、それを基に意見書案としてまとめることを確 

認した。 

 

 

議  事 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

・審議にあたり、委員長が会議について、議題（１）の公開を確認した。 

 ・会議録の確認者を石川委員に決定した。 

 

２ 審議 

（１）「いじめ重大事態に関する再発防止策」令和４年度の取組状況につい

て【公開】 

 

【栗山委員長】 

委員長の栗山でございます。本日も進行に御協力をよろしくお願いいたし

ます。これまで同様、事務局で録音をしておりますので、発言の際はその前

提で御発言ください。それでは本日の委員会の公開、非公開について確認を

させていただきます。本日、御審議いただく内容ですけれども、議題の（１）

について公開となりますので、よろしくお願いいたします。次に会議録確認

者の指名をさせていただきます。本日の会議につきましても従前同様、会議
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録を作成いたします。その会議録を確認していただく委員につきましては、

今回は石川委員にお願いしたいと思いますけれども、お引き受けいただけま

すでしょうか。 

【石川委員】 

はい、お引き受けいたします。 

【栗山委員長】 

 よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、議題の（１）の

「いじめ重大事態に関する再発防止策」令和４年度の取組状況について、に

入りたいと思います。教育委員会では、平成29年の３月に、今日、資料３で

配付されておりますけれども、「いじめ重大事態に関する再発防止検討委員

会報告書」をまとめ、再発防止の取組を進めているところだと聞いています。

今日の資料１の諮問書にありますとおり、今回、再発防止策として「学校の

取組」、「教育委員会事務局の取組」に係る令和４年度の取組状況について、

このいじめ問題専門委員会に意見が求められているという状況でございま

す。ちょうど１年前にも同じようなことでやらせていただきましたけれど

も、本年もそのような形で進めたいと思いますので、令和４年度の取組状況

について、先ず、事務局のほうから御説明をお願いします。 

 

＜資料１ 事務局説明＞ 

 

【栗山委員長】 

はい、御説明いただきましてありがとうございました。そうしましたら、

今の近藤部長からの御説明を受けまして、それぞれ皆様から、専門的な見地

からの御意見をいただきたいと思います。昨年は、この後に事案の審議とか

があって、途中で時間が差し迫ってしまった、というのがあったんですけど、

今日は事案の審議はありませんので、先ほどおっしゃっていたように、忌憚

ない御意見を出していただければというふうに思いますので、よろしくお願

いします。特に質問とか意見とか区切らずに、御自由に御発言いただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

【辻委員】 

 質問いいですか。 

【栗山委員長】 

 どうぞ。辻委員、お願いします。 

【辻委員】 
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 後のところの、５年度をもって小学校等全校に児童支援専任教諭を、と

いうところなんですけど、質問１点。この児童支援専任教諭は、配置すると

いうことはいろいろ研修とか行うと思うんですけれども、いじめの早期発

見、早期対応というところに向けて、どういう研修を受けて、配置されるん

でしょうか。素養というか、どんな研修を受けた上で等、もう少し具体的に

知りたいなと思いました。お願いします。 

【事務局】 

 ありがとうございます。児童支援専任教諭は、こちらで研修を積んでその

者が着任するという形ではなくてですね。学校の中で、専任教諭としてふさ

わしい方が、「本校の児童支援専任はこの方で」ということで、名前が挙が

ってきたものを、つまり、メンバーが決まってから月１回の専任会という会

がありますので、区ごとにやっているんですけども、その会や、それから夏

休み集中研修などで、いじめの早期発見とか、それからいじめの対応につい

てのノウハウをみんなで研修をするというような形になっております。 

【事務局】 

特に初任の児童支援専任教諭に対しては、専任としての初任者研修という

ところで、重点的に専任の資質を高めるための研修も年間を通して行ってお

ります。 

【辻委員】 

 どうもありがとうございます。 

【栗山委員長】 

 今おっしゃった専任会というのは、月１回行われているわけですか。専任

会ではどういうことを行うんですか。 

【事務局】 

 月に１回、区ごとに専任会を大体第一木曜ですね。そこに方面事務所の指

導主事や、それから児童相談所や警察関係の方も集まっていただいて、その

区の小学生、中学生の課題などを共有したり、それから教育委員会から発信

するような中身も、そこで指導主事が専任の先生にお伝えをしたりする場で

す。ただ、中心は先ほども言ったように、各専任が各学校で起こっているこ

とを情報共有したり、こういう場面の時にはどのような対応をしたらいいん

だろうか等のケースカンファレンスのようなことをして、課題解決の力を付

けていく、ということを月に１回やっている、そういう会でございます。 

【栗山委員長】 

ありがとうございます。 
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【事務局】 

すみません、たびたびで。補足いたしますと、中学校の専任のことは生徒

指導専任教諭と言っていまして、小学校は児童支援専任教諭と言っているん

ですけども。中学校のほうにおいて全校配置されてから今年で50年目、半世

紀の歴史があります。小学校においては平成26年度に全校配置されて今年度

で10年目ということで、非常に長い歴史があるんですけども。専任達の様々

な努力も含めて、横浜のこのシステムということで、月１回っていうことで

ございましたけども、18区で区ごとに１回っていうのは第一木曜日。そして

その区の代表者が集まって、区代表者会というのがありますけれども、それ

は第二木曜日に行っております。第三、第四の木曜日については毎月ではな

いんですけれど、全市で集まったり、方面事務所ごとに、方面別に集まった

りっていうことで、全体の共有、あるいはそこに合わせて様々な講師をお呼

びしての研修という形で。専任教諭というのは木曜日に、十分な専門性を担

保するための時間確保ということで、木曜日は授業を入れないとか、そうい

ったことも要綱の中に入っているということで、時間の確保のことについて

は特段の配慮をしながら、50年、10年という歴史を積み重ねているというこ

とでございます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

【栗山委員長】 

渥美委員、お願いします。 

【渥美委員】 

 今の質問に繋がるんですけども。いろいろ学校の先生方の話を聴いている

と本当にどう対応する、どう見つけてどう対応するかっていう、具体的なこ

とは非常に重要なんですが、今の話は、その研修をされたっていうことなん

ですが、もうちょっと具体的に研修でどのような内容でどのような。できれ

ば資料があれば、そういうのをここに配付してもらえれば、どんな研修か検

証する。つまり、現場では、どう見つければいいのか、なかなか分かりにく

い例とかですね、初期段階でどう対応すればいいかっていうのは、意外に具

体的なことは困っているということがあるので、その研修の実態を。例えば

ここに、リーフレットが２つ書いてあるんですね。 初のページに、学校で

は解決困難な事案に対する「緊急対応チーム」による支援の中にもリーフレ

ットですし。それから１ページ目にも校内研修に活用できるレベル。これは

校長研修ですかね、２つリーフレットがありますけど。リーフレットやその
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カリキュラムも是非。いじめに関する研修のカリキュラムも、その資料等教

えていただけると。例えば報告書でも、「研修の実施」と結構書くと思うん

ですが、具体性がなかなか分かりにくい。そこまで研修してあれば、もっと

分かってるかなと思いましたので是非その資料を教えていただきたいと思

います。 

【栗山委員長】 

 今の資料というのは、必ずしもこの児童支援専任教諭の研修資料には限ら

ないということですね。 

【渥美委員】 

 限らないです。ほかのも含めて。リーフレットっていうのは２箇所もあり

ますし。それと関連するようなリーフレットだけではなくてカリキュラムと

かそういうのですね。 

【事務局】 

 リーフレットにつきましては、一昨年度、昨年度に作成したもので、昨年

度と今年度と、校長研修、専任研修で行っているんですけど。Ａ３版両面刷

りという形で、この後に先生たちのほうにはメールで資料を御送りしたいと

思います。昨年度使用したものは、法的な位置付けであるとか、学校いじめ

防止対策委員会でどんな形で協議をする必要があるのかとか、いじめは認知

して終わりではなくて、その後の子どもの支援が大事で、どういうフローで

やっていったらいいのかとか、そういったことについて基本的なことをまと

めたリーフレットが昨年度使用したリーフレットでございます。今年度につ

きましては、東西南北４方面の学校の中で、特に優れた実践をしている学校

の好事例を集めて、「このような形で取り組んでいる」ということを、今現

在、校長研修で各校を回ってリーフレットを使いながら実施しているという

ことでございます。また専任の夏季研修、非常に伝統があるもので、予算が

付いたときは宿泊もしてたんですけども、なかなか厳しくてですね、宿泊に

至っていないんですけども。そこで集中的に研修を行っているわけですけど

も。今こう、演習題として、３問か４問１日で行うっていう形でも取組をし

ているんですけども。必ずその中にいじめについての演題が入っておりまし

て。いじめに対する捉えであるとか、組織的にどういった対応をするために

専任っていうのは視点を持ってなきゃいけないのかとか。あるいはそういっ

た中でどういったところを見落としてはいけないのかとかっていうところ

について、集中的に研修する場を持っているということでございます。この

資料を具体についてお出しできるかどうかについてはちょっと検討させて
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いただきたいと思いますけども、そのような研修を行っております。さらに

ですね、28年度の時に、こういう「『いじめ』根絶！横浜メソッド」ってい

う、これも市教委で作ったものなんですけど。極めて優れた資料だっていう

評価を受けていたんですけれども、十分な活用がないんじゃないかっていう

ことで、この資料を使ってですね、全専任は必ず専任会にこれを持参して、

これについてきちんと、月ごとにこの項目、この項目っていうことで重点的

にこの資料を活用したっていうような取組を進めておりました。以上です。 

【渥美委員】 

 ありがとうございます。そんな良い資料があるんだったら是非それも教え

てほしいと思います。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。今のその、あ、どうぞ。 

【近藤委員】 

 関連しない。 

【栗山委員長】 

関連しない。別のやつですか。 

【近藤委員】 

別のやつです。 

【栗山委員長】 

別のやつ。今言っていたのは、夏の研修って話なんですけど、いじめの問

題も必ず入っているっていうことなんですけど。ほかにも非行の問題とか、

あるいはなんか保護者対応とか、そういった様々なテーマのなんか１つとし

ていじめが入っているっていうことなんですね。 

【事務局】 

 あの、常に今日的な課題と言いますか。虐待の問題であるとか、昨今では

登校できない子の背景にヤングケアラーの問題もあったりとか。今、社会的

に問題となっていることなどを取り上げながら研修をしているということ

でございます。 

【栗山委員長】 

 はい、分かりました。ありがとうございます。今のことに関連してほかに

ございますか。あ、どうぞ。じゃあ平井委員お願いします。 

【平井委員】 

 今の研修の内容の具体っていうことにつながるので手を挙げさせていた

だきました。教員の学校の取組のほうで、 (２)の再発防止のところがです
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ね、「いじめ重大事態調査結果の公表版を活用して」っていうのがとても良

いことだと思いました。それと関連して、(１)のほうにある、「研修では、

事例検討を行い」っていうことが書いてあるんですけれども。ここでは、分

かりますかね。１、２…３段落目なんですけど。ここで扱う事例っていうの

は、どんなものなのかなということを、私も研修の内容というのを知りたい

なと思いました。この公表版なども事例として検討するといいという意見交

換がいつかあったかと、委員会でもあったかと思うんですけど。ここでの事

例検討はこのような報告書を利用しているのか、あるいは架空の事例などで

どんなふうに報告されているのかなということをお伺いしたいなと思いま

した。 

【栗山委員長】 

 お願いします。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。まず公表版については、公表された後にで

すね、全学校に、教育委員会で受けた指摘も含めて通知をして。それを使っ

て全校で共有ができるというような形にしております。それからその専任教

諭の研修で事例検討という、中心は今お話しをさせていただいた、まずは夏

季研修のそのいじめの研修。プラスして先ほどからお話が出ている月１回の

専任会で、その事例を具体的な格好いじめの事例を扱ってその場でケースを

考えるというような研修を通して、専任教諭の体力をつけていくというよう

な取組をしているところでございます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。今の研修の件大丈夫ですか。よろしいです

か。 

【平井委員】 

 実際のケースを検討してるっていうことなんですよね。リアルな形態が学

校で起こっている。そう理解しました。はい、ありがとうございます。 

【西村副委員長】 

 懐かしくて、発言させていただくことがあるんですけどね。私も、生徒指

導専任教諭っていうことで、中区の中学校で専任教諭をやらせていただきま

した。その時の区代表は、専任教諭は、富士見中学校の近藤昭一先生。代表

者、区代表でね。で、当然のことながら50年の歴史の中で、大先輩方がです

ね、全国に先駆けて横浜のカウンセラー的なことをですね、横浜はめちゃく

ちゃに強かったっていうことなんですね。その頃からできるだけそういう生
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徒指導の何たるやを教わりましたよね。私もこうやっていれば良かったなと

は思いつつもですね、そういうことができずに。そうした粘り強い対応をや

っていった。そういう中で感受性訓練だとか、あるいはそういう事例研究ね。

そういうことを具体的に区代表の中でそれぞれ学校間抗争もありますので、

全て専任教諭がですね、オープンで話合いをしていました。当然のことなが

ら段々時代が経ちですね、近藤先生が教育委員会にいらっしゃるときに、児

童指導専任ということで、児童指導の専任をしないと横浜の生徒指導は成り

立っていかないということで。それを議会のほうに、市議会のほうにですね、

予算化していったんですね。私がいた頃はですね、教育委員会のスリム化と

いうことで財政難ということで、宿泊研修がなくなった時代なんですね。実

は相当厳しい訓練がございました。当然のことながらそういう生徒指導のこ

とでも、芳川先生がいらっしゃいますけども、講師でいろいろ本を作ったり

ですね、そういうことをしていた時代だったということで。ついついしゃべ

りたくなってしまって。近藤先生にバトンタッチをお願いします。 

【近藤委員】 

 すみません。近藤です。お初にお目にかかる方もいらっしゃってよろしく

お願いします。私、このペーパーの表面、学校のところでの質問は２点ほど

あって、裏で３点ほどあるんですけど。まず、今のお話から受けますと、生

徒指導というとごつんとやるとか。いわゆる行動規制すれば子どもが良くな

ると。たまには怒鳴りつけるとかいうようなイメージが強くて。で、そうで

はないという方向を、もう相当昔からやっていたのは事実ですね。で、まあ

中にはいろいろな方いらっしゃいましたけど、ほぼ、そうじゃない方向に大

まかには歩んできたかなあという印象があります。で、西村先生が言われた

のはその辺だったと。質問について、よろしいでしょうか。 

【栗山委員長】 

 はい、お願いします。 

【近藤委員】 

 表面の「学校の取組」なんですけれども。事務局がおっしゃっていたよう

に、いじめの認知に関しては積極的に取り組んで増えてきたことは大変うれ

しいことだなと思いますし。で、かつてですね、神奈川県は暴力もいじめも

ワースト１と言われて、歌の文句にもなったんですね。で、それは横浜が全

然隠さないで実態を毎週専任会で把握する。それがそのまま統計として出し

ちゃうもんで、突出していたっていう状態ですね。で、補導件数は東京、大

阪、まあ福岡が多いんですけど。神奈川ちょっと下なんですけど、暴力にし
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ても日本一という。それで散々叱られるんですけど。いや、これが実態だと

いう形で、伝統的に子どもの実態は皆さんで共有して対策とればいいんだっ

ていう方向でやってきた経緯があります。で、この法律ができてここに書い

てあるとおり、大分世間的にも変わって、その数字が変化しました。周りが

どんどん出すようになったという経過があると思うんですけど。その辺で、

校長先生方の意識として、これは出すなっていうような、学校の恥だとかね、

評価に繋がるとかっていうことはまさにマイナスで、とんでもない履き違い

なんですけど。そこ辺の校長先生方の、現代の校長先生方の意識っていうの

はまだまだ課題があるのかどうか。増えてはいるけれども、とにかくいっぱ

い拾って拾って拾いまくって子どもを幸せに導くんだっていう方向で、それ

に全職員で取り組むんだっていうところを引っ張る校長先生の意識として、

どんな風な変化があるのか。大分定着してきているのか、まだまだ課題が多

いのか。その辺についてちょっとお伺いしたいなというのが１点目です。２

点目は右側の「子ども主体のいじめ未然防止の取組」なんですけど。特に南

区の例で出ているＳＮＳの絡みは、まさにＳＮＳは中学生８割以上使ってい

るし。どちらにしても使用等所持率も９割超えてますよね。そのくらいの中

でもう生活の一部になっちゃっていますので、これはもう恐らくどれくらい

の取組がなされているのか。全体的な動向をちょっと教えていただきたい。

かつて、いくつかの公立中学校の例が公表されたりしてましたけど。おそら

く全区で行うべき内容だと思うし。もっと言うと全校で行うべきなんじゃな

いかと。で、やり方としては、ここから意見ですが、実態を子どもが把握す

る。こんなに嫌なことがあるんだってことを子どもたち自身が状況を把握し

て、子どもたち自身が「なんとかしたい」っていうようなものでないと実効

性が伴わない。つまり教育委員会が指導し、学校の先生が指導し、まあ何と

か作るっていう形ではまずかろうと思うので。量と質の問題をどのように取

り組んでいらっしゃるのか。それはやっぱり今後の未然防止についての大き

なファクターを占める内容かなと思うんだけど、そこら辺の量と質に関する

実態について御説明いただけると有り難いなと。以上です。 

【栗山委員長】 

 質問は２つということでよろしいわけですね。ありがとうございます。今

の２つの質問について。１つ目は校長先生のいじめ認知の意識の変化の課題

の問題と、あともう１つはＳＮＳの関係で取組ですかね。ちょっと事務局の

ほうからお答えいただければと思いますけども。 

【事務局】 
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 はい、それでは２つのうちの 初のほうですね。校長先生の意識について

ということでお伝えしたいと思いますけども。先ほど申しましたリーフレッ

トにもですね、いじめを認知して、しっかりと対応していくっていうのは実

は子どもに真剣に向き合っているという証なんだということで。いじめがな

いっていうことが決して美徳じゃなくて、今の法の定義で言ったら無いわけ

がないのであって。やっぱり子どもの主観にきちんと寄り添ってることが大

事ですよねっていう取組をかなり重点的にしている中で。今日の午前中も、

ある区の校長会、小中合同でやったんですけども。そこで検証してきたんで

すけども。きわめて真剣な眼差しで取り組んでくれておりました。ですから、

校長先生のこの、いじめに関する、あるいはいじめを認知してその後どう繋

げていくかっていうことについての意識としては、私あの、かなり高まって

るなというふうには思っておるんですが。まあそういう中でも結局重大事態

になってしまうっていう実態があるっていうことについては、やはり継続し

て重くとらえていきたいなっていうふうには思っております。意識を変える

っていうのは実は大変なことだと思っているんですけれども。実はですね、

28年度にどういう報道があったかっていう。これ、たまたま今日持ち合わせ

ているんですけれども。「原発避難いじめ１年半放置」「横浜の小学校が法

を守らず」こういった当時の記事をですね、何枚か校長先生方にお見せして、

校長先生が変わらないと駄目なんです、ということで、校長先生方のところ

にですね、この法律のいじめの定義の広さによる実際の困惑っていうことも

含めて共有しながら、どういう実践がいいのかっていうことで、検討してい

るっていう状況でございます。私のほうからは以上です。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。ＳＮＳにまつわるいじめ又は嫌がらせみた

いなことについては、本当に大きな課題だというふうに事務局としても認識

はしています。特にですね、コロナが始まって、ギガ端末、１人１台端末が

予定よりも早く進行し、今横浜の子どもたち１人１台端末を持っている中

で、これを学習、その良さを生かしながらデメリットの部分があるので、そ

こをなんとかそういうふうな形で使われないようにはどうしたらいいかっ

ていうことで、まさに今検討もしているところです。どの程度子どもたちが

持っていて、トラブルがどんな状況かって、今数値はちょっと持ち合わせて

いないんですけれども、今後、今日の課題としてこのＳＮＳにまつわる課題、

いじめまた嫌がらせによるトラブルの課題は当然大きな問題になってくる

と思いますので、まあそういう意味でですね、やっぱり委員がおっしゃるよ
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うに実態しっかりと把握して、どういう状況それからどういう、もう使うな、

見るなは絶対無理なので。どうやって付き合っていくかっていうことをうち

だけではなくて、関係機関とも協力しながら事務局として方針を決めていき

たいというふうに思っているところでございます。以上です。 

【近藤委員】 

南区の例が出ておりますが、どれくらいそのこういう取組があるかってい

う、量的なこともちょっと質問したつもりなんですけど。全区あるいは把握

してる、把握してない部分もあろうかと思いますけど、18区の中でどれぐら

い実施してるかとか、何校ぐらい実施してるかとか、こういった数字的なこ

とはお答えいただけますでしょうか。 

【栗山委員長】 

 事務局分かりますか。お分かりになる範囲で結構です。 

【事務局】 

申し訳ありません。ちょっと今把握できていない状況なので、今の御意見

もしっかりと受け止めて詰めていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

【近藤委員】 

 あの、先ほどと重なりますが、広く行うべきであろうというのは、当然私

の意見なんですけど。同時にもう既にこの問題は、問題行動とか不適合とか

いうだけではなくて、子どもたち自身の生活問題である。生活の一部になる

と。生活の問題を集団としてとらえて問題を解決するというのは学校教育の

主眼ですよね。これ、特活の目標でもあるのですから、そういう意味で私が

その情報モラル教育の先に情報モラル活動という、子ども自身が問題意識を

持って取り組む。中学生ぐらい、小学校高学年ぐらいも出てますけど。こう

いったことを実践している他県にちょっと関わりがあり、効果上がっている

ので、こういったところを積極的にやっていただきたいなというのが意見で

す。 

【栗山委員長】 

 はい、今のご意見を踏まえて取組を進めていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。先ほどちょっといじめの認知の問題で、今御質問

のあった、御発言いただいた関係で、私のほうからも御質問させていただい

てよろしいでしょうか。このいじめ認知のこの四角の中にですね、いじめ認

知のプロセスというふうに書いてあるんですけれども。私たちが実際に今事

案としてやっている学校の事案なんですけども。結局いじめ認知が、いじめ
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認知ってそもそも何をするためにやってるのかというところがそもそも問

題。問題というか、検討して。要は被害者の方、苦しんでいる子が心身の苦

痛を訴えているというケースすごくたくさんあるわけです。たくさんあって

それをいじめ認知しましたというのはすごくたくさんのケースがあって。実

際にはちょっとした小学生なんかには、ちょっとした小競り合いが全部そこ

に入って来るわけですよね。それはもしかして全てのものをこう認知みたい

な形でやっていくと現実的にそれができるのかとかですね。その中でしっか

り認知するってことはいいんですけど、認知したものがどこで認知をして。

例えば学校、個々の先生が認知するのか、いじめ防止対策委員会っていう学

校の組織の中で認知するのか。その認知されたものが、次に認知したってい

うどういう意味合いは何なのか。それによって何を、その認知するケースと

そうじゃないケースって何を区別するのかっていうところがですね、大事な

んじゃないかというような議論をしたりとか、提言をしたりとかさせていた

だいたんですけども。その辺りが、御質問としては、実際にはかなりたくさ

んあるだろう。心身の苦痛に訴える事案っていうのはかなりたくさんあるだ

ろうなっていうことを全て認知すると、全て認知したものに対して全てどう

対応できるんだろうかっていうところが、ちょっと疑問。現実問題としてど

こまでできるのかなっていう疑問がありますので、そういった広くとらえる

方向性自体はすごく大事だと思うんですけれども。それに対して現実的にど

う対応していくのかっていう、その辺をどう考えていらっしゃるのかという

ことを、よろしければ教えていただきたいと思います。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。これから先生方に御送りいたします好事例、

４つの学校の好事例、それぞれ過去３年間の認知件数の変化を示している、

資料も入っているんですけれども。その中で例えば児童数が600人台で、認知

件数が106件と、まあ20％弱なんですけど。私どもで得られている資料では、

多い学校では児童生徒に対して20％を超えている学校もあります。全国平均

では４％台っていうことですね。昨年度、今年度これから公表する昨年度認

知件数だと、横浜もその４％を超えた数字になっているんですけれども。現

実的に認知した後、その認知に対する取組ができるのかどうかっていう現実

的な問題っていうことでいくと、これはあの実際に法的な定義のいじめって

いうのは毎日数十件、数百件発生していると思って間違いないんですけれど

も。どういうふうに先生たちが組織的に関わって、子どもたちの大変さ、つ

らさに向き合い、そういったものが解消していってるかっていうことを追い
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かけていくっていうプロセスはやっぱり非常に、丁寧にやればやるほど時間

もかかるわけですよね。で、これがどのぐらいだったら可能かっていうこと

はちょっと分からないんですが。例えばこれ本当に個人的な話で恐縮なんで

すけれども。自分の学校経験の中で、生徒数に対しての認知件数っていうも

のは10％弱だったんですけど、それでも大分拾ったつもりなんですが。組織

的な対応をしていくことを踏まえるとそれでもかなりエネルギーを使った

っていう現実がございます。ですから、20％前後の認知をしているっていう

学校については相当いろんな工夫をしながら取り組んでいるっていうこと

があろうかと。学校の運営努力って言いますか。かなりあると思っておりま

す。正確なお答えになっていないかもしれませんけど、どのぐらいがリミッ

トかっていうことについては分かりませんけれども、その学校の校長先生の

意識、組織としての感度の高さ、対応力の高さあるいは低さ、脆さ、様々あ

ると思うんですけど、こういったものを底上げしていくっていう方向性で取

り組んでいっているっていう状況でございます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。 

【礒﨑委員】 

 今、認知件数の話が出て、ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんけど、

分からなかったので伺いたいんですけど。認知件数っていうのはその何て言

うんでしょう。行った行為みたいなものを１件って数えるんでしょうか。そ

れともどの生徒に何が行われようと、礒﨑なら礒﨑で１件って考えるんでし

ょうか。 

【事務局】 

 あの、後者でございます。児童数、生徒数です。件数、その生徒児童に何

件あっても認知件数は１っていうことになります。統計上ではそういったカ

ウントをしております。 

【礒﨑委員】 

 そうするとこの10％、20％っていうとかなり日常的だというか左利きより

多いっていうイメージになってきます。そうするとそこから何を生み出す

か、件数を超えて何か当たり前に起こっていることっていうことを、単純に

何を認知したかというよりは雰囲気とか、もうちょっとなんか別の形の在り

方っていうか。何て言うんですかね。評価とか。関係生徒からだけじゃなく

ていろんなものをやらなければいけないんじゃないかと思うんですけど、ち

ょっと確認してどういう取組が行われているかというのは分からないので、
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もし何か、そういうクラスの風土を良くするみたいな取組みたいなもので何

か教えていただけることはあれば教わっていきたいと思います。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。例えばですね、今日お渡しした資料の表面

の右側の下に「横浜プログラム」というものがございまして。それはアセス

メントをしてその中で学級に合ったような指導プログラムをしていく中に、

委員がおっしゃるような学級の風土を良くしていくようなプログラムが入

っていたりというような形で取り組んでおります。また、これはいじめでは

ないんですけれども、昨今文部科学省が不登校の対応につき、ＣＯＣＯＬＯ

プランというものを出して、学級風土の見える化をするようなツールを共有

で出すっていうような情報もいただいておりますので、今委員がおっしゃっ

たように、一個一個のそのいじめの分析をする中で、これはその個別の問題

ではなくて、学級や学校の雰囲気の問題だというような分析をしたときに、

それにどう対応していくかということもまさにこれから事例を積み重ねて

研究をしていくような中身ではないかというふうに捉えております。 

【栗山委員長】 

 はい、礒﨑委員。 

【礒﨑委員】 

 すみません。もう１点今のお話しで、そういうの、あるんだっていうので

大変参考になりました。もう１つ、Ｙ－Ｐのアセスメントのところ。これは、

個人をアセスメントするんでしょうか。それとも集団力動って言うんですか

ね。皆さん、先生方の方が詳しいと思いますけれども。ある程度全体像、学

級なのか集団なのか分かりませんけれども、そういうのもアセスメントした

り、個人の動きと集団の動きになった時に、同じ人間でも動き変わってきち

ゃうんじゃないかとかと思うので。どういうふうに集団を評価しているのか

なっていうのが。さっきのツールっていう話がありましたけど、さらに教え

ていただければと思います。以上です。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。Ｙ－Ｐアセスメントについては、分布図っ

ていう形で、縦軸横軸をとる形で個人の社会的スキルの育成状況をプロット

した、そういった分布図が記されるという構造があるんですけども。縦軸が

自分づくりっていう軸になります。自尊感情の肯定にかなり関わっている指

標になりまして。で、横軸は、仲間づくり、集団づくりっていう集団に関す

る社会的スキルを表しているっていうことで。それぞれの個人の、自分とそ
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れから集団に関わっていくベクトル２つを軸にしてどこにプロットされる

かっていうことですので、結果として、例えば学級集団がどういった分布を

しているかっていうことについては集団性っていうのが見えます。それから

一人ひとりについて個人プロフィール表っていうのが打ち出される形式に

なっておりまして。それぞれの社会的スキルの状況がどうかっていうことが

個人のプロフィールとしても当然示されるということです。ですから、その

分布図に基づいて、指導プログラムっていうものがあるんですけども、この

学級に対してどういった指導プログラムを実践すれば例えば集団として社

会的スキルがどういった形で身についていくのかっていうのを、支援検討会

という場で検討して。適切な指導プログラムを計画的に実施するというよう

な形で、集団性の、何て言うんですかね、社会性を育成するっていうことも

結果としてできていくというような流れになっております。まあそういった

ものも今回のリーフレットには、良い実践例として紹介したいっていう考え

がございます。今御手元には配付してません。これから御送りしますけど。

今年度の資料の中にはそういった好実践例っていう形でも提示はさせてい

ただいています。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。ちなみに１個関連していいですか。今の

そのＹ－Ｐのその結果として、この子は危ないなっていうような個人のその

問題性っていうことが把握できるということもあるというふうに理解して

いいわけですよね。もちろん学級集団としてどうなのかっていうことには、

そうなんですけども。この子はちょっとなんか支援が必要じゃないかなみた

いなところが見える場合もあるというふうに考えていいわけですかね。そう

いう場合にそういう子に対して、特別に実際にケアしていくとか、そういう

体制があるのかどうかっていうことも御質問したいんですけどいかがです

か。 

【事務局】 

 はい、その個人プロフィール、Ｙ－Ｐアセスメントっていうのはそもそも、

子どもの主観によるプログラムです。客観性というのも、子どもがその時何

を感じていたかという主観に基づくものですので。それはまず大前提にしな

がら、その子が何を感じているかということですね。そしてあの、アンケー

トの 後に自由記述欄みたいなものをとっていますので、必ずアンケート項

目だけじゃなく、その時々の子どもの状況っていうのが把握できるようにな

っているんですけれども。今栗山先生がおっしゃったとおりですね、それを
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どう活用するかっていうことがとても大きな課題で。今までも重篤な事案に

至ってしまった事例で、アセスメントはしているんだけれども、それが担任

で留まってしまっていて、組織として共有されていないっていう事例が散見

されております。で、この辺は非常に大きな課題で、こういったことも含め

て専任の夏の研修会で、昨年度はＹ－Ｐアセスメントをどう分析して、どの

ように支援検討会に繋げていくかっていうような研修も行っているんです

けれども。様々な状況の中で、学校の教員の働き方っていうことも含めてで

すけど、十分な時間が取りづらいっていう現実的な問題も含めてですね。今

後さらに学校の中に定着するように取り組んでいかなきゃいけないってい

う課題の１つだと思っております。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。飛田委員。 

【飛田委員】 

少し話が変わってしまうかもしれないですけど。 

【栗山委員長】 

 別の話題ですよね。大丈夫です。 

【飛田委員】 

まずは、令和３年度の取組状況を前に伺ったときに、多分ここで指摘があ

ったことをすごく取り入れてくださっているのがすごくよく分かりました。

で、特にですね、こういった校内研修にそのまま活用できるような話があり

ましたが、リーフレットが作成されて認知件数が上がってきたということは

とても大切なことなのではないかなとお聴きしていました。で、そこで先ほ

どの礒﨑先生からも御指摘ともちょっと重なるかもしれないですけれども。

まあそういうたくさんの認知件数があると。要は子どもの訴えがたくさんあ

る学校のほうが、やっぱり子どもたちにとっては話しやすい環境というか、

先生との距離がもしかしたら近いのかなとか。まあそうするとその学校にお

いてもしかすると、認知件数は多いけれども割とそこから重大な状態になる

っていうことは少ないのかなとか、こういうその後っていうのはもしかした

らあるのかなという気がしてるんですね。なかなかもしかするとまだ取って

はいらっしゃらないかもしれないですけど、そういうきっと好事例の中に含

まれているかもしれないですけども。もしかすると認知件数、その後はどう

なっているのかというか、どういう好事例があるのかっていうのは集積して

いただくのもとても大切なのかなとも。ある意味において認知件数あげてく

るというのも相当な努力をされているというような感じはしますので、その



  

17 
 

次の話だとして。今度はそれをうまく使っている学校の取組がより一層広が

るっていうことが大切なのかなというふうにはお聴きしました。そうです

ね。 

【栗山委員長】 

 今のは、では御意見ということでよろしいですか。 

【飛田委員】 

 もし何かあればあれですけど。 

【事務局】 

 認知件数の増加と、重大事態とまでは言わなくとも重篤な事案の負の相関

って言うんですか。そういうのを拾えば拾うほど重篤な事態に至っていない

っていうことが、例えばその、何か統計的に把握できるかって言ったら残念

ながらそういうのは難しいんですが。認知件数を上げるというその先ってい

うのは正に今飛田先生言われたとおり大事だと思っていて。１回目のこのリ

ーフレットはその先の事例として、例えば当該児童生徒への継続的な支援そ

れから再発防止への継続それから未然防止のための取組と。つまり認知して

解消して終わりじゃなくてその先こそが大事だよ。正にここに繋げていきま

しょうよっていうことで、発信し、学校にも取組を求めているところです。

具体的なエピソードとして、っていうことについては、今の御意見を参考に

しながらこれからまたきちんと把握していきたいなと思っているところで

す。 

【飛田委員】 

 ありがとうございます。もう１点がその先へのもう１つのところとして、

おそらく先ほどから挙がっているその対応の仕方っていうところが、これは

先生も大変だし、生徒さんや保護者さんにとっても大変なんだと思うんです

けれども。ここの多分委員会でもよく、そこの判断の仕方であるとか、認定

の仕方であるとか。その認定っていうのは事実の認定の仕方であるかとかが

ですね、問題になるようなこともあるような気がしてですね。是非なんかそ

ういったことも、今きっと好事例の中に入っているのかもしれないんですけ

れども、どの先生が対応されても迷わない。ある意味においてどの先生が対

応しても子どもにとっても標準化されたというか、環境になるように是非。

もう、されていることかもしれませんけれども、取り組んでいただけたらな

というふうに思いました。 

【栗山委員長】 

 ありがとうございます。今の提案は御意見として伺ってよろしいですか
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ね。引き続きその点はよろしくお願いいたします。はい。他にいかがでしょ

うか。 

【芳川委員】 

 はい。感想ですけどいいですか。毎年いろいろな状況の報告書を出してい

ただきましてありがとうございます。本当に感想なんですけれども、子ども

たちが認知した、ね。例えば不愉快なことを受けたとか、悪口言われたって

いうことと、あと私たちがこの調査委員会に挙がっている、いわゆる認知っ

て意味が違うのかなと 近ちょっと思っていて。多分子どもたちが悪口言わ

れて傷ついたという認知が、学校における認知っていうふうな感じがしてい

て。文部科学省はどんどん子どもたちに、自分が傷ついたっていうことを感

じ取ることも大事みたいなんですよね。感じ取れる子と、感じ取ってＳＯＳ

で出せる子と、そこも実は子どもたちにとって教育なのかなというふうに思

っていて。心理学は、自己理解とか自己認知とかいう言葉を使いますけど。

ここ結構大事だなというふうに思います。だから、文部科学省のこと聴いて

いると、件数増えることは決して悪いことではない。つまりそれだけ子ども

が自分の状況について知っているよということを捉えていて。で、大切なこ

とは、凄くいっぱい認知の中で、私たちは本当に重大なものを見落としてい

るかどうかっていうところが、先ほどあれだけ膨大の認知をどう処理するか

っていうことなんですね。そういう意味では教員がそこのアンケートをどう

見ているのか。どうチェックしているのか。そのチェックの仕方を果たして

学校で把握しているのかどうかとか。そこは多分校長だとか管理者の監督が

必ず必要なのかなというふうに思ったりしています。それに関係して１ペー

ジの、いじめ防止対策委員会を開催のところなんですけども。毎月開催って

書いてありますけど、残念ながら私たちが関わっている事案では毎月開催は

ないんですよ。ということですので、現実の実態はどうなっているのかなと

か。そこはむしろ教育委員会に把握していただきたいところなのかな。多分

把握はされていると思うんですけども、そこを何かもし知っていることあっ

たら教えていただければなと思います。後長くなって申し訳ないですが、不

登校もいじめも個人の考えですが、もう今現在ものすごい数ですので、私ど

もの言葉で使うと、蛇口を締めなければどんどん増えてしまう。で、これも

多分文部科学省が言っていることですので、だから「生徒指導提要」の中で

は、蛇口を締めるという未然防止のことをものすごく出しているかと思いま

す。ってなってくると、私たちがこのいっぱい認知件数が多い中で先生が子

どもたちがこれだけ悪口言われてすごく嫌な思いをしているということを



  

19 
 

子どもたちにどうフィードバックしていて、個人ではなく。それが多分Ｙ－

Ｐプログラムであるし、学級の中の話合いになるし。その１つの小さなきっ

かけが実は教育に結び付いていく。そこから人権教育とかにいかなければ、

もうどんどん件数が増えてきて、止めることができない。従ってこういうふ

うに考えたときに、Ｙ－Ｐも含めて今報告していただいていることは未然防

止。つまり蛇口を止めるための手立てを、令和４年度はこういうことをした

んですよというふうな感じで見ていいのかなというふうには思いました。

で、Ｙ－Ｐを政策に関わっている人間としてちょっと説明しておきたいんで

すけれども。Ｙ－Ｐの目的は、教員が子どもを見る目を育てるという目的が

あります。つまり子どもたちが本当にＳＯＳを出しているのかいないのか。

で、ソーシャルスキルという尺度を使っているんですが、自己表現は、自分

はできているのか。友達とうまくしているのか。この子どもの声を出しなが

らその声を先生方はちゃんと拾うことができるのかどうかっていうふうに

作ったものでして。いわゆる臨床的に、心理臨床で言う、適応尺度とかそう

いうものを見るものではないんですよね。だから全く違う感覚でチェックし

ているので、だからそういうふうに考えたときに、未然防止には使えるんで

すけれども、先ほど栗山先生がおっしゃったように、じゃあ危険をチェック

することはできるか。よく見ていくとできるかもしれないですが、そういう

感じに置いたものではないんじゃないかなと個人的には思います。すみませ

ん。以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。今の御意見の中で質問１つ、いじめ防止

対策委員会ですかね。その月１回とかっていう話がありますけどももう少し

実態のところを、毎年ここの委員会でそういった話題が出ている感じがしま

すので、御説明いただければと、状況を御説明いただければと思いますけど

いかがですか。 

【事務局】 

 月１回以上というのは、きちんと「横浜市いじめ防止基本方針」法的にも

きちんと定められているものなんですけども。昨年度のリーフレットにはそ

の辺のですね、実数の提示をしております。ちょっと簡単に数字を申します

と、令和２年度の状況っていうことですけども。月１回開催しているってい

うのはみんな500校という母数を、約500校ということでとっていただいた時

にですね、月１回っていうのが、ごめんなさい、ちょっと言い方替えます。

小学校、約350校あるんですけども、月１回っていうのが297校。で、月２、
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３回っていうのが31校。週１回以上っていうのが11校。350校は正確には339

校ですね、数字出ています。339校中で297校が月１回。月に２、３回が31校。

週１回っていうのが11校ということです。で、中学校においては145校の中で

月１回っていうのが71校。約半数です。月２、３回っていうのが38校。週１

回以上っていうのが36校っていうことで、約半分が月１回。４分の１が月２，

３回。４分の１が週１回以上っていう、そういった割合ですね。はい、すみ

ません。説明が下手で申し訳ございません。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

【事務局】 

 補足をさせていただきますと、毎年ここで話が出ているということで、こ

こで取組状況を話すときにですね、こんなことやっている、あんなことやっ

ているっていうことが中心になります。しかし、皆さんが扱っている事案は

そこから漏れ落ちている事案なので、本当かという実感があるんではない

か。実は、そこが大きな、特に横浜という26万人の子どもたち、500校の学校

を抱えている基礎自治体としては大きな課題だと思っております。つまり、

通知を出してそれが各教室隅々まで行き渡るか。１本の通知では決して無

理。じゃあどうやってチェックをするのか。で、いろんな調査をかけていま

す。問題行動等調査もしています。あれも学校から上がってきているものは

正しいと信じて集計をしている。それが本当に実態を表してるかどうかとい

うチェックは私たちはできない。それほどマンパワーはない。教育委員会指

導主事が、もちろん学校方面事務所はあるとはいえ、全部の学校に行って全

部ちゃんとやっているかって、実際に見て確かめるというのはとても難し

い。なので、先ほど話が出ていたそこを隅々までやるにはどうしたらいいか

っていった時に、やっぱり組織として一体になるしかない。協力をしながら

やっていくというのは先ほど専任会、そして校長会です。校長先生や専任教

諭は各学校必ず１人います。この方々がきちんとした実態に応じた、こちら

の進めているような、例えば今、月１回以上のいじめ防止対策委員会をきち

んと独立してやると。そしてそこは認知するだけじゃなくて対応も考えると

いうこともそこも校長先生や専任の先生がしっかりやっていくことによっ

て隅々までこの取組がいくというふうに考えておりますので、そうした時に

先ほど冒頭の話に戻るんですけども。やはり近藤委員がおっしゃったよう

に、校長先生の意識。そしてほかの先生方がおっしゃったように、専任とし

ての専門性がとても大切というふうに考えています。以上です。 
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【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。今の点に関連してですか。はい、渥美委員

お願いします。 

【渥美委員】 

 あの、今の大変なことは分かるんですけど、数値が出てきたのが去年もね、

一昨年も正にそのとおりやられているとはとても思えないという数値なん

ですね。その時、去年ですかね。我々が、調査している学校が、やっている

っていうことだったんですが実際やってないと。それを把握するのも難しい

とは思うんですが。全校把握するのが難しくてもサンプルとかね、いろんな

形でもう少し現実に近く把握できるんじゃないかと。それからもう１つはで

すね、「学校いじめ防止対策委員会」というのが、忙しい学校の中でかなり

非現実的な目標じゃないかとも思うんですね。だから他の会とですね、一緒

にやっているところがありますし。その中でどのぐらい時間かけていると

か、まあそういう把握じゃないとですね。結局現実離れした統計値しか上が

ってこないし。学校だってどうするかをやっぱりうまく考えない、考えって

いうのはその情報提供しないとですね、できないこと言われたってできない

と思うんですね。その辺も含めて調査するなり対応するということが是非お

願いしたいと。来年はもう少し現実的な数値が聴けるととても有り難いとい

うか。いつも非現実的な数値を聴かされているので。はい。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。今の関連でよろしいですか。 

【片山委員】 

 私が調査した学校の多くは「学校いじめ防止対策委員会」という名前の委

員会を月に１回やっていることがあって。ただ、そこで何をしているかって

いうと情報共有で、認知や支援検討ではないんです。情報共有だけ。「先生

こんなのありました」みたいな感じで皆に報告しているだけ。じゃあ認知だ

とか支援はどこでやっているかっていうと、もっと小さい、管理職とその支

援の先生と学年の先生だけだったり。小さい実働部隊でやっていることが多

くて。多分実態としたらそっちのほうが学校いじめ防止対策委員会なんじゃ

ないかなと思ったりするので。実態を把握するってことを考えると、「学校

いじめ防止対策委員会」という名前が付いた委員会というものを、どれだけ

やっているんですかって聴くよりも、情報共有・認知支援検討っていうこと

をやっている会がなんかあると思うんですけど、それをどれぐらいやってい

るんですか、っていうふうに聴いたほうが実態把握できるのかなと。それが
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「学校いじめ防止対策委員会」と何とかっていうのとありましてということ

だとちょっと別に分けて報告してもらったらいいのかなと思うんですけど。

以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。今の関連で、礒﨑委員お願いします。 

【礒﨑委員】 

 今のお話聞いていると、いじめの認知件数の話とちょっと似ているなと思

いながら聞いておったんですね。学校にいじめがないほうがいいっていうメ

ッセージをどんどん変えていって、いっぱい認知したほうがいいんだよ、そ

れが実態を把握できるんだよ、そしてそこから踏み込めるんだよっていう話

が、いじめの認知件数の増加に繋がった。そういうふうに推進した。そうい

うふうに校長にこう言ってたっていう話と、そのいじめ防止対策委員会の実

態を規定通りやっているかどうかっていうんじゃなくて、もっと実態を報告

してくれたほうがいろんなことに繋がるんだよっていうような、なんかすご

い繋がる気がするんですよね。そうすると片や右肩上がりで、すごい何倍ぐ

らいになって。で、片や、１回以上はやってますっていうふうになって。こ

れが何かこう、同じ質の問題の逆さまの両面を見ているのかなという印象を

受けました。以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。大変あの、今回の統計の取り方に関して本

質的なすごい大事な御指摘をいただいているかと思いますけども。先ほどの

実際どういう会議をやっていてそこに誰が参加しているのかとかっていう。

昨年とか一昨年でも、またスクールカウンセラーがどの程度参加しているか

っていうお話なんかも問題提起されてましたけども。やっぱりその週に２

回、３回やっているっていうところであればおそらくメンバーはそんなにた

くさん集まらないだろうから、もう少し人数を絞ってやっている可能性もあ

るわけで。そういう意味では週に２回、３回やっているところが、同じよう

な、そこだけ浸透してやっているかどうかっていうところも数字だけでは見

えないですよね。だからそういう意味では先ほどおっしゃった、今御発言あ

ったように、どういう会議をやっているのかとか、誰が参加しているのかと

か、何をされているのかっていうふうなことに関して、もう少しこう実態が

分かるようなアンケートの取り方をしていただいたほうがいいかもしれな

いですよね。なので、そういう意味では、みんなの御発言を踏まえてまた来

年に向けたその集計の取り方なんかも工夫していただければと思いますけ
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ども、その辺りいかがですか。事務局のほうでは。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。基本的にこう、学校の取組の至らない結果

として、重篤な事案に陥ってる事例について先生方に調査していただいてい

るので。大変足りないところが多くて、今御指摘されているなっていうふう

に思っておりますし。統計的にこう、どのように精度を上げていくかってい

うことについても、実は今いただいた御意見を踏まえても実際本当に実態が

反映されるのか。また実態って何なのかっていう問題も含めて難しい問題を

正直言ってはらんでいるなっていうふうには思っております。実はいじめ防

止対策委員会をどのようにこう展開していったらいいかっていう、正にリー

フレットにも示してあってですね。いわゆる生徒指導上のキーパーソンって

いうのは学校において、私は２人だっていう話をずっとしていて。キーパー

ソン、生徒指導は全職員です。全教職員で、全児童生徒を対象に行うってい

うのが生徒指導っていう概念ですけれども、その中でキーパーソンと言った

らば１人は専任教諭ですね。もう１人は校長です。 大のキーパーソンは校

長先生ですっていうお話をずっと 近しているんですけれども。いじめ防止

対策委員会を開催して校長先生、先ほどの情報共有を終わってしまっている

のも校長の責任です。その情報をどのように組織的に共有して子どもの支援

につなげていくかっていう方策まできちんと話し合うのが、いじめ防止対策

委員会で、その責任者は校長先生だっていうことなんですけれども。そうい

った実質的にいじめ防止対策委員会に意味を持てるのかどうかっていうと

ころについて、我々としては取り組んでいるところですが、誰が参加してど

ういった内容っていう形で、これから取っていくっていうことも必要だなっ

ていうふうに思いつつ、アンケートを取ることが目的じゃなくて。この場合

についてもですね。実際にどういうふうにこう、していくべきなのかってい

うことこそ大事だっていうふうに思っておりますので、認知件数もそうなん

ですけど、数を取ることが目的じゃなくて、正にその先だっていうふうに捉

えさせていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いしま

す。 

【栗山委員長】 

 飛田委員、はい、お願いします。 

【飛田委員】 

 今のをお伺いしていて、対策委員会の中の色があるからそれを分けたほう

がいいってお話があったと思うんですけど。そしてその先ほどの礒﨑先生が
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おっしゃった対応と結構重なる部分があるんじゃないかと私思ってたんで

すけど。同じその対応をするときの委員会としても、適時に、事が起きたと

きに情報共有をして動くときの委員会っていうものと、恐らくそれを、起き

た後に対応が終わった後に、要は皆でそれを、教職員の皆さんで共有して、

こういうふうにうまくいったとかこういうふうに、逆に言うとちょっとうま

くいかなかったとかいうことを知ることが、他の先生方にとっても対応の仕

方を学ぶ場にもなりますし、他の先生からの意見をもらう場にもなる気がす

るんですね。そういう意味で言うと、もしかすると、やはりその対策委員会

の中身についても、これはなかなか統計でとることは難しいとしても、やは

りそういう、私たちのほうでというか、どういうことをするのが考えられる

のかっていうのを。せっかくなんで例えばその今回のそのリーフレットのよ

うにこういうことがやり方として考えられる。要は適時にやろうという時に

全員集めろなんていうことは、これはなかなか難しいですし。そんなことを

やれることはできないと思いますので。要はどうしてその委員会をするのか

と。そういう時にどういうメンバーが望ましくて。で、それは一体何のため

にどういう結果を生むのかみたいなのが見えると、先ほどの正にこの認知の

先へっていうこところに、次の段階としては良い話なのではないかなという

のはちょっと思います。それが１つと。もう１つは、先ほどから話に挙がっ

てる話ですよね。やっぱりあのどちらかというと標準化がやっぱり難しく

て。標準化はやはりこの促進する必要があるんですけれども。やっぱり気に

なってるのはその教育委員会からの言われたことにもやらない学校のほう

が、やっぱり問題が大きいと。やっぱりそういう学校っていうのはやはり支

配性というか、何らかの理由でクローズドになってしまっていて、閉鎖性で

あるとか、何らかの人間関係の支配性みたいなものが背景にあるかもしれな

いと。そこの中にいる他の先生方も結構きつい環境でおそらく働かれてい

て。っていうかその子どもたちもその背中を見ていると、やっぱりきついっ

ていうことになると思うので。まあこういうその、なかなかその、ある意味

言われていることをやらない学校に対して、どういうふうにその支配性みた

いなものを打開するかというかですね。つまりアプローチの仕方っていうの

は、ちょっともしかすると何か検討していただいてもいいのかなという気が

しました。やっぱりそこで校長先生に、逆に言うと校長先生が支配性がもし

あって、校長先生が閉鎖性があると、もう誰もＮＯとは言えない社会になっ

てしまう、その中が。これは正にいじめを生む閉鎖性の問題だと思いますの

で。ちょっと今どういうのはいいか分からないですけど、是非ちょっと御検
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討いただけたらなと思いました。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。御意見として聴いていただければと思いま

した。よろしくお願いします。じゃあ渥美委員お願いします。 

【渥美委員】 

 ええとあの、飛田先生が言われたことに、ちょっと違うことを申し上げる

んですけども。教育委員会の言うとおりっていうか、この箇所のある意味委

員会が作ってるっていう。そもそもあれが現実的だとは思えないんですね。

だからそんな非現実的なことを求めるとすれば、それは教育委員会の問題だ

し。じゃあどうすればいいか。ほかの委員会とどう併せて時間を節約するか。

それか参加人数をどう絞るかですね。僕は特別支援のやつ、高校の学校を調

べたときに、いろいろそういう大変な学校で時間がないんですね。で、会議

の時間がない。廊下会議っていうのを設けたとかあって。すごく現実的で効

果あったんですね。要するにみんな集まるんじゃなくて、廊下で会った人た

ちで情報を交換してそれがどのくらい広がったか、全体会議で簡単にチェッ

クするだけで済むっていうのは。現実的にどうかっていうのがするかってい

うのは、教育委員会の言うことを守るのが、もしね、今のあそこに書いてあ

ることであれば、そもそもあれが無理だっていう感じが、そんな意見持って

ます。はい。 

【栗山委員長】 

 はい、じゃあ飛田委員。 

【飛田委員】 

 そうすると、むしろそこの守れない理由を、もしかすると聞いてあげるの

が大事というか。 

【渥美委員】 

 あ、そうそうそう。 

【飛田委員】 

 そうですよね。で、例えばそれではできていないけれど、こういうやり方

をやってほしいとか。 

【渥美委員】 

 そうそう。 

【飛田委員】 

 それをもしかしたらまた集約していただけると、例えば同じような環境下

でできない学校はそれを使えるようになるために。 
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【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。 

【近藤委員】 

 別件で。 

【栗山委員長】 

 別件ですか。今の点はよろしいですか、皆様。はい。じゃあどうぞ、近藤

委員。お願いします。 

【近藤委員】 

 裏面の「教育委員会事務局の取組」なんですけど。(１)の「学校教育事務

所による保護者や学校への積極的な支援」重要なことだと思うんですけど。

保護者への支援の対応それから電話による対応とか面談による対応の回数

とか書いてありますけど。この成功事例ですね。おそらく表に出るのは、う

まくいかない我々が扱っているのもそうですけど、うまくいかないことばか

りを我々が目にしているんですけど。私もここに長くいた関係で成功事例も

いっぱいあるんですよね。学校が取り結べない信頼関係を指導主事が取り結

んでいる。あるいは行政の係長が取り組んでいる。で、ずっと関わり続けて

いる。その子が中学校出るときに、お礼においでになった保護者さんもいら

っしゃるようで。そんなような関わりもあるんだと。こういったところをや

っぱり共有していく教育委員会は必要なんだろうなと。同時に、その保護者

の窓口になるんですよということをもっと言っていいのかな。マンパワーの

問題出てくると大変なんですけど。実際に保護者の支援に回られてる方はた

くさんいらっしゃるわけで。で、そこで人間関係作って、かなり長い信頼関

係を作る人もいるわけですから、そこら辺の状況についても御説明いただい

たり、好事例を説明していただいたり。質問としては、保護者への、何て言

うんですかね、ＰＲというか窓口というか。で、一緒にこちらも関わります

よというような姿勢を示すことは、僕は良いんじゃないかなと思うんですけ

ど。実態どんな風になっているのか。示せるものかどうかをお伺いしたいな。

で、併せて一気に言っちゃいますけど、今の２点ですよね。それから、ここ

で私一番問題にしてるのは、学校への支援と書いてありますけど、支援もし

ますけど、権力関係から言って、指導ですよね。つまりこれ支援で止めとく

と、起こったことの責任は学校ですっていう逃げに見える。で、実際にはな

んか起こると、教育委員会は自分たちの指導の足りなさをという形で、こう

述べますよね。権力関係から言うとどうしても指導ですから、これは分けて、

学校への支援指導、保護者への支援っていうのが正しいんだろうなというふ
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うに思います。ソーシャルワーカー、その下にも緊急対応チーム、場合によ

っては指導という言葉があって然るべきかなというふうに思ってますが。こ

れ、ちょっと大きな、２番目は大きな題材なんですけど。こうやって見て、

基本スタンスに関わることなので、いかがかと聴いてみたいなと思いまし

た。以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。じゃあ事務局お願いします。 

【事務局】 

 はい、充分なお答えができるかどうかあれですけども。学校教育事務所が

保護者の相談に乗る、積極的に乗るっていうのは正に28年度の問題があって

なんですね。あれまでの基本的な教育委員会は、例えば保護者の方からいろ

いろ御意見を伺ったときに、それを承って、学校のほうにお伝えし、保護者

様からこういう訴えがございましたということで、保護者様のほうにも、是

非学校に伝えるので学校とちょっと話してくださいということで、当事者同

士を繋げるっていうことを基本的なスタンスにしていたんですけれども。28

年度の事例では、それがあの、約束するところまでは行ったんですけども、

結局繋がらなかったっていうことが、学校不信に繋がっていきっていうこと

が非常に厳しく、大変厳しく指摘されて。先ほどもあった８項目34の再発防

止策の中の１つにそういった問題点が指摘されつつ、「学校教育事務所によ

る積極的な支援」っていうのは34項目の中の１つとしてありまして。ちょっ

と読み上げますと「学校教育事務所は保護者」、先生方のお手元19ページの

再発防止策の一番上ですね。「（２）再発防止策①学校教育事務所による積

極的支援」と。これ、大転換です、教育委員会の感覚的には。「学校教育事

務所は「保護者と学校の間での解決が困難となっている時こそ、問題を抱え

る保護者の気持ちを受け止め、積極的に保護者や学校を支援する」という役

割を徹底するとともに、というふうに云々って書いてございます。これを受

けての今回の御報告っていうことになります。当事者間に戻すのではなく引

き受けよう、引き受けなきゃ駄目ではないのっていうことですね。ただ、こ

れは個人的な見解ですけど、いくらでも相談してくださいねっていうのはち

ょっと開くことは現実的にやっぱりマンパワー等々の問題で難しくてです

ね。代わりにという代替のものとしては、ＳＳＷによる学校生活あんしんダ

イヤルっていうのにですね、カードにして全家庭にお配りしていて。悩みを

そこに相談していただくと。で、それは、即時に教育委員会内部で共有され

て、その個人がオープンしていいよということであれば、その該当する学校
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を所管する教育委員会に、教育事務所にお伝えし、さらにそこから学校にき

ちんと情報を共有し、っていうふうに、相談窓口としては、学校教育事務所

のものが直接的に受け入れるっていうだけではなく、そういう形で一般にも

知らしめてしっかり共有するっていうことで、相談窓口としての機能を果た

していくというような状況です。具体的な好事例はちょっと今私のほうで思

い浮かびませんのでちょっとお答えするというのができないことは申し訳

ございません。それからもう１つの御質問は支援と指導ということですが。

これ、度々、教育委員会のスタンスとしては課題としてあげられるところで

ございます。やはり、教育委員会っていうのは学校の設置者としての役割が

あってですね。指導っていうことは必然的に求められるところではあります

けども。支援と指導の違いっていうことで本当になんでしょうね。学校経営

っていうのは学校長の裁量って言いますか。その、自主性を尊重するってい

うベースではありますけども、その過程で子どもの尊厳が傷つけられている

っていう場面があった場合には、やはり姿勢を正すという意味での指導は当

然必要だろうなというふうに思っておりますし。まあそういったことをきち

んと踏まえながら学校教育事務所を中心として学校との関わりを深めてい

くっていうことは大変重要なテーマであると思っております。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。近藤委員よろしいでしょうか。今の御解

答。 

【近藤委員】 

 はい。前段の「学校生活あんしんダイヤルの役割について」その部分にお

いては、保護者様という対象の記載がないので。やっぱりそこら辺はＰＲに

なるので、取組を実際されているわけですから。子どもだけでなく保護者に

対してもというようなところで文言は入れた方がいいのかなと。で、後段の

上の支援と指導の話ですが。社会的には教育委員会の指導上っていうふうな

責任の取り方をする、させられるわけで、実際。ですので、ここにはやっぱ

り学校への指導並びに支援というふうに書くべきだと僕は思っています。実

際中々ですね、指導主事が学校に行った段階で、これは先生の、校長先生の

判断ですから、一種の逃げですよね。ここはおかしいでしょうということを

ちゃんと指摘して、変えなさいということを言えるのが指導主事ですよね。

で、そういった姿勢をとることが、自覚も高まるし、責任も自覚できるわけ

で。じゃあこれは支援ですからっていうことは、指導主事の練度が高まらな

いっていうことを産んでしまうというふうに思いますので、是非是非分かり
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切ったことですけども、皆さんお分かりになると思いますけど、学校の先生

って。だからこのような指導及び支援っていうふうなスタンスを明確に打ち

出したほうが、社会的には何ですかね、認められやすいというか、腑に落ち

るというような気がしますので。一意見ですけど、よろしくお願いします。 

【栗山委員長】 

 御意見ありがとうございました。この枠組みが、平成29年の報告書がその

教育事務所の支援っていう書き方をして、それが必要だということを受けて

の報告書になっていますので。そういう意味では枠組みの中でやられていら

っしゃることだと思いますので。そこはこの性質から言うとこの表現でもや

むを得ないかなという感じはしますけども。ただ、おっしゃっている内容自

体は一般的には御指摘のとおりだと思いますので、その点は踏まえて今後も

ご検討いただければと思います。はい。後ほかに、どうぞ、清水委員お願い

します。 

【清水委員】 

 少し細かなところの話で恐縮なんですけれども何点か意見がございます。

１点目は、すみません、毎年触れてしまう「学校いじめ防止対策委員会」の

「組織図」の部分で。「学校の取組」の（１）っていうところになるんです

けれども。「必要に応じ」っていう言葉に昨年も触れたところではあるんで

すけれども。効果的な実践例のところで、スクールカウンセラーについて毎

回学校のその防止対策委員会に参加できる環境を作った取組事例というこ

とで。で、まあそのようにスクールカウンセラーを位置付けている学校もあ

るということだったんですね。で、やっぱりその勤務の日数とか、そういっ

た時間数ということによって、「必要に応じて」っていうことではあるかと

は思うんですけれども。そのそうですね。裏面でそのユーススクールソーシ

ャルワーカーを新たに配置し、チーム学校の一員として位置付けたっていう

ようなところがあり。そのあたり、少しこう、カウンセラーやスクールソー

シャルワーカーはこの組織図の中で「必要に応じて」関わる立場なのか、や

っぱりその学校の職員、組織の一員として位置付けていくものなのかどうな

のかというところが、若干横浜市のその方針として少し曖昧なんじゃないか

なというふうに感じているところです。私は他の自治体でスクールカウンセ

ラーをやっているんですけれども、限られた時間それから日数だけれども、

そこは学校の職員の一員として、年度の初めには学校のお便りにはスクール

カウンセラーという形で名前が出ております。そういうところとかを感じる

と、実質的には「必要に応じて」かもしれないんですけれども、組織図とし
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ては養護教諭や関係職員、学年職員、学級対応と同列ではないにしても、そ

の下ぐらいには位置付けて。実際そうなんじゃないかなっていうふうにちょ

っと思うところですし。横浜市としてそこをどう位置付けたいのかっていう

ところを少し整理していただけるといいかなというふうに思います。で、以

前はスクールカウンセラーが専門性と、あと外部性が問われるということ

で、外部性というところを１つ打ち出していたんですけども、やっぱりいじ

め防止対策推進法において、やっぱり対策委員会の、大きく関われる。そこ

が明確にされたことによってその外部性というものがやはりちょっと変化

してきてるだろうなっていうふうに思いますし。チーム学校っていうような

ところで、もちろんその緊急対応チーム指導主事や外部専門家も、大きく見

ればチーム学校の一員っていうことなのかもしれないんですけれども。やっ

ぱりそのひと枠「必要に応じて」っていう、この４つ、職域というか書かれ

ている中で、その緊急対応チーム指導主事、外部専門家と一括りにされるこ

とについて、ちょっとすいません。大変細かなことなんですけれども、スク

ールカウンセラーとして若干疑問を感じるところです。それは意見です。次

はちょっと質問になるんですけれども。右側に移りまして、先ほどから度々

話題にも出ているＹ－Ｐの活用推進のところについてなんですが。年２回以

上の実施を学校年間計画に位置付けたことによって、中学校のこの前年比4

7.8％増って本当にそういうふうに位置付けることによってそこまで取組が

進むんだっていうことはある意味感動を覚えるんですけれども。本当にこれ

はそういうふうに明確にされて進められたっていうことはとても大変すば

らしいことだなっていうふうに思います。で、一方で、先ほどもそういうふ

うに年間言い続けたにも関わらず、やらなかった学校が若しくはやれなかっ

た学校が、この中学校においては23.6％ということで５分の１から４分の１

の学校が、それが実施ができなかった。それは、年に１回しかできなかった

のか、それとも２回以上っていうところに、やろうと思ったんだけどできな

かったのかっていうこと、その何て言うのかな。隅々までとか、やっぱりそ

のやらない学校の閉鎖性に関わるところでの問題なのか。恐らく来年度はこ

れ、この数字がもう少し上がるだろうなっていうふうに思うところなんです

けれども。現時点での要因として教育委員会が把握されていることがあれば

教えていただきたいなっていうふうに思っています。で、もう１点、すいま

せん、ちょっと進めてしまいますと。もう１点は裏面で、「学校教育事務所

による積極的な支援」ということのその表でですね、少しここが分からなか

ったんですけれども。「いじめに関する検討、対応件数」ということで、学
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校への指導主事の直接的な支援回数は減っていて。「意思決定のためのケー

ス・カンファレンスの実施回数」は大幅に増えているということなんですけ

れども。意思決定のためのこのケース・カンファレンスだとどういうものな

のかがちょっとよく分からず、何の意思を決定をするためなのかっていうと

ころが、少し、すいません。この表からは分からず。直接的な支援回数は減

って。でも意思、ケース・カンファレンスの実施回数を増やしたとか、結果

的に増えたということなのか。ここのちょっと２つのところの取組について

もう少し具体的に教えていただけたらと思います。すいません、以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。そうしましたら３点ございましたので、

初のスクールカウンセラーの必要に応じては、御意見ということでよろし

いですか。 

【清水委員】 

 はいそうです、とても細かいところで恐縮ですけれども意見です。 

【栗山委員長】 

 そういう大事な問題提起を、昨年もいただいていると思いますので。じゃ

あ。 

【清水委員】 

 そうですね。２点目、３点目が質問になります。 

【栗山委員長】 

 じゃあその１点目のことと、それから今の意思決定のケース・カンファレ

ンスに関して、お答えをお願いしたいと思います。 

【事務局】 

 はい。まず質問ではなくて意見というところなんですけど、こういう細か

いところに教育委員会の姿勢が出るんだと思います。重く受け止めたいと思

います。ありがとうございます。それからですね、Ｙ－Ｐの２回実施の数値

の向上についてですけれども。これは昨年度教育委員会にしても、かなり重

点的に取り組んだ、特に中学校は成果かなと思っています。で、まだ、され

ど、これ、できてないところもあった。で、これぐらいの割合になりますと、

もう後はどこの学校がやってないかということは把握できていますので、あ

とは教育委員会が積極的に指導支援に入ると。で、先ほども飛田委員と渥美

委員の議論に繋がると思っているんですが。私も現場にいた者として、学校

の先生とてもまじめです。なので、やって子どものためになるっていう実感

したら、教育委員会がやれって言わなくてもやります。で、そういう体験を
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教育委員会としてはどの学校もできるように支援をしていく必要がある。Ｙ

－Ｐは、確かに時間もかかる。で、学校現場でとてもお忙しい。だけれども、

時間をやりくりしてやってみたら、子どもにとってこんなに良いものなんだ

って分かっていくと、学校が積極的に取り組みますし、それによってやるこ

とが目的ではなくてその先の支援にも繋がっていくと。これは私たちも実際

にいろいろな学校を見て実感をしていますので、そういうふうな形で実効性

がある取組に持っていきたいなと思っています。それから、学校教育事務所

の対応件数についてですけれども。これ、一番上が学校運営の直接支援回数。

で、２番目がケースカンファレンス。３番目が電話の保護者対応。そして、

４番目が保護者との面談回数となっておりますが。私どもの捉えとしては、

学校に直接支援に入るっていうのはかなり重篤な案件があった時に、直接会

議をして入って行くというイメージなんですね。で、その前のケースカンフ

ァレンスというのは学校教育事務所でそこの学校、これいじめだけではない

んですけども、そこの学校でこんな事案が起こっている。じゃあそこの学校

が適切な対応ができるようにどのように教育委員会として支援に入ってい

くかっていうことをカンファレンスっていうようなものです。それから３番

目４番目は保護者対応ということで。１番目が減っていて、２番目、３番目、

４番目は増えているということは、私たちとしては事前の学校支援のための

カンファレンスをしっかりやって、そして事務所に入った電話や保護者の相

談に丁寧に答えることで直接学校に入るような重篤な事案を減らしてるん

ではないかっていうふうな捉えをしています。これはですね、今回の資料に

は出てないんですけども、例えば緊急対応チームの取扱件数今年度26件にな

っておりますが、実は昨年度は32件、その前は50件になっている。つまり先

ほどからお話をさせていただいているように、未然防止や早期発見に努めて

いることで、少しずつではありますが、重篤な事案は減っているのではない

か。それがこの数字に表れているんではないかというふうに私どもとしては

捉えているところです。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。今の回答でよろしいですか。清水委員。 

【清水委員】 

 ありがとうございます。 

【事務局】 

 清水先生の 初の御意見というところに関しまして、今年度のリーフレッ

トの好事例の１つとして、スクールカウンセラー、御手元にはございません。
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ごめんなさい。スクールカウンセラーの勤務日に合わせて学校いじめ防止対

策委員会を開催している「チーム学校」っていうフレーズがよく聴かれます

けれども。正にそういった実践をしている好事例も紹介してございますの

で、こういったものを発信する中でそれぞれの学校で工夫してもらうってい

うふうに、そのような感じでございます。よろしくお願いいたします。 

【栗山委員長】 

 ありがとうございます。清水委員いかがですか。 

【清水委員】 

 すみません、ありがとうございます。裏面のその教育委員会の「意思決定

のためのケース・カンファレンス」っていうのは、すみません。学校に行っ

てケース・カンファレンスをするのかとちょっと思っていたので。教育委員

会の中でその事務所、例えば事務所の中でどういう支援をしていくかとか、

どういう方策をやっていくかというところの検討のための決断ということ

ですね。はい、ありがとうございます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。スクールカウンセラーの位置付けなんで

すけども、あくまでも組織体の中にはスクールカウンセラーはメンバーとし

ては原則はいらないという理解でよろしいんですか。 

【事務局】 

 ここのところは多分見解がいろいろ分かれるところだと思うんですけど

も。例えば今年度訪問した学校では、組織の一員として位置付けてますって

いうふうに明確に言われた校長先生がおりまして。それはスクールカウンセ

ラーだけではなく、スクールソーシャルワーカーもそうなんですね。非常に

こう、有効に活用できている学校なんですけども。組織として位置付けてい

るんですっていう、ちょっと逆にそこまで明確に言われる校長先生の実践の

素晴らしさというのを思ったわけですが。学校によってはやはり、例えばス

クールソーシャルワーカーにしてもスクールカウンセラーにしても、会計年

度任用職員っていう位置付けで、未だにそういった位置付け、職域的なもの

身分的なものが、っていう中で、例えば時間外っていうことも当然できませ

んし、勤務時間が明確に決まってるっていうあたりも含めて、本当に組織の

一員として位置付けるっていうことについては実際的な足かせになる部分

も現実的にはあろうかなと思っています。 

【事務局】 

 今の話が、実際のカウンセラーの運用の実態だと思う。ただ、法律にカウ
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ンセラーとソーシャルワーカーは学校組織する職員であるという位置付け

もされるように変わっておりますので、これからは、ただ、先ほども言って

いるように、じゃあいつもどの学校にもカウンセラーとソーシャルワーカー

が先生方と同じように机を同じにして毎日来てるかっていうとそういう実

態にはなりませんので。ただこれからは、組織の中の一員として積極的にそ

の専門性を出してもらうっていうことの取組が望まれるんではないかとい

うふうに思っています。 

【栗山委員長】 

 昨年清水委員の御発言で、時間的に御自身が出席できなくても事前に情報

をもらって意見を述べたりとか、あるいは終わった後は情報を受けたりとか

いうふうなことをおっしゃっていたというふうに思いますけど。必ずしもそ

の場に参加できなくても、そのほかの方法で関われるということもあると思

いますので、そういったことも含めて実質的な関わりをより進めていただけ

ればというふうに思いますけども、よろしくお願いします。よろしいですか

ね、そこに関しては。他にいかがですかね。結構時間も経過している状況で

はあるんですが。はい。じゃあ石野委員お願いします。 

【石野委員】 

 すみません。スクールソーシャルワーカーによる支援のところでお伺いし

たいんですけれども。先日スクールソーシャルワーカーの方から伺った際

に、スクールソーシャルワーカーの方が課題解決支援チームとして入ること

のきっかけとして、あんしんダイヤルによって介入するケースと、学校から

の依頼を受けて介入するケースの、大きく分けて２通りがあるというような

お話がありました。今こちらに書いていただいているのは、基本的にはあん

しんダイヤルルートの支援というものが主軸になったような記載だと思う

んですけれども。見たような事案だと、もっと早期にいろいろな外部リソー

スを、その人が足りない中で入れれば、何ですかね、火が大きくなる前に色々

できたんじゃないかと思うような案件もある中でその辺の早期介入のため

の何かこう方策とか、学校発信で入れることの重要性とか、その辺について

何かあれば教えていただきたいなと思います。 

【事務局】 

 はい、ありがとうございます。現在横浜市のソーシャルワーカーの配置と

しては、中学校ブロックも同一のソーシャルワーカーを配置して。で、小学

校ブロックの小・中学校を巡回するという形をとらせていただいています。

ただ、やっぱりマンパワーが不足しておりますので、その学校に巡回できる
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回数がですね、月に１回とか２回とかっていう形になってしまっていて。な

かなかタイムリーな支援ができないということで、それを原則としつつ、必

要感があるところには派遣型のソーシャルワークができるような形で今対

応をしているところです。とは言え、今お話ししたように、ソーシャルワー

カーの数も十分ではありませんので、なかなかその学校のニーズに合わせて

常にタイムリーに派遣っていうことはなかなか難しい部分はあるんですけ

れども。現場のそういうニーズも、教育委員会では把握しているつもりです

ので、できるだけその人材の確保も含めて対応ができるような体制を作って

いきたいなというふうには思っています。 

【石野委員】 

 ありがとうございます。なんかあれですかね。実際派遣依頼があってもス

ムーズに派遣できないケースというのが現実にあるのか、そもそも学校から

の依頼がなければ動けないというところで依頼そのものがないから動けな

かったというケースが多いのか。その辺の何か感覚とかってあるんでしょう

か。重大事態だとなんか後者もあるのかなっていうふうに感じたりするもの

ですから。 

【事務局】 

 えっとすみません。スクールソーシャルワーカーについては、まさに何度

も言って恐縮なんですけども、平成28年度の事案の時に、この時に学校が派

遣要請しなかったっていうことがあってですね。今日校長会で見せた新聞記

事の「スクールソーシャルワーカーに協力求めず。問題を校内で抱え込み」

って、こういった当時指摘された部分も見せたんですけども。こういった課

題を解消するためにこういう取組をしてきているのは事実なんですが。実際

にスクールソーシャルワーカーの採用状況っていうか、この、まあどうかっ

ていうと、必ずしも十分に応えるだけの人数を採用できていない現実もある

なっていうふうに思っていますし。限られた状況の中で何が 適な状況を学

校にこう、もたらすことができるかっていうことを試行錯誤している状況で

す。ただ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーっていう心

理や福祉の専門家を入れていくっていうのは今の時代に、これは絶対に避け

ては通れないっていうか、それがないと、子どもの支援に繋がらないってい

う現実がございますので。ここについて滞ることがないようにっていうこと

については十分に我々も学校も意識しながらやっているっていうふうに思

ってはいます。 

【石野委員】 
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 分かりました。ありがとうございます。 

【栗山委員長】 

 ありがとうございました。定期的に巡回しているっていうことは、そこで

もうパワーが割かれちゃっているっていうことになるんですか。そこでいっ

ぱいいっぱいで。 

【事務局】 

 一人のスクールソーシャルワーカーが、正確な数字ではないかもしれませ

んが、一人のスクールソーシャルワーカーが10校ぐらい受け持っているんで

す。まあそうするともう月に訪問する回数も限られますし、訪問以外の業務

もございますので、なかなか現実的にやっぱり学校の要請が多いところに十

分応えられるかっていうところはあるんですが。学校を担当するスクールソ

ーシャルワーカー以外にですね、学校教育事務所にはトレーナーＳＳＷって

いう専門性の高いＳＳＷ。あるいは統括ＳＳＷ、これは正規職なんです。そ

ういったふうな重層的に学校支援できる体制も整えているという状況がご

ざいます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。渥美委員。 

【渥美委員】 

 今、あれ、に関してですが、ちょっと事例の中でですね、ソーシャルワー

カーの専門性を十分に活用できていない印象を持つことが結構ありまして。

そういう点ではですね、さっき研修のこと、またあれなんですが。その校長

研修もそれから生徒指導の研修においても、ソーシャルワーカーはどんなこ

との専門性があって、例えばいじめにどのように活用するかっていう内容も

研修に入っているんでしょうか。 

【事務局】 

 スクールソーシャルワーカーの専門性については、繰り返し、学校のほう

には伝えております。またスクールソーシャルワーカーは先ほどの専任の研

修の折にも、例えばヤングケアラーっていう課題について、例えば学校に遅

れて来る、宿題をやってこない、いつも眠そうにしている。そういった表面

的なあらゆる状況の背景に何があるかっていう、そういった視点を専任のと

ころに考えの中で、教員が気づかない。例えばスクールソーシャルワーカー

にその事例を言った時こういうことがあるんじゃないですかっていう指摘

がもたらされたり。そういったことを共有しながらですね、スクールソーシ

ャルワーカーの必要性・重要性っていうことについては認識を深めていると
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いう状況でございます。 

【渥美委員】 

 えっといじめとの関係で、そういういじめの中での研修はどのように研修

させられるんでしょうか。 

【事務局】 

 いじめ、例えば、いじめといってもいろいろな状況があってですね。当然

ですけども、１つの事例がいろんな背景を含んでいたり。あるいは、保護者

との状況も含めてですね、非常に課題が多岐に渡っていたりすると、現実問

題とすると、スクールソーシャルワーカーにそのケース会議に入ってもらっ

たときに、課題整理をしてもらうっていうことがございます。これ教員にな

いスキルで。どういった視点が大事でどういった機関と連携するといいのか

とか、っていうふうに、いじめという表層的なものの背景を含めて社会支援

とどう繋げていくか。あるいは保護者のニーズはここにあるんではないかっ

ていうような示唆を含めて、そういったことをいろいろお伝えいただく中

で、いじめっていう問題について関わりを持っていただくっていうことも現

実的にはたくさんあると思っております。 

【渥美委員】 

 今の話だと、それは教育委員会のお仕事に関係あるんですけど、学校の中

でソーシャルワーカーをどういうふうに依頼するとか、その辺をどういうふ

うに学校に研修させているんでしょう。 

【事務局】 

 ありがとうございます。もちろん、研修の中で、校長研修や専任の研修の

中でもやっておりますけれども。横浜の場合には、学校教育事務所に学校担

当指導主事という主事がおります。当然重篤ないじめ事案含めてそういう事

案の時には、まずは校長先生がその担当の指導主事に相談したり、または実

際に学校に来てもらってそこでケース会議を開いたりっていうことをしま

す。学校がもちろんＳＳＷを派遣してほしいっていうことであればそこの繋

ぎもきちんと、その方面事務所の主事がやりますし。その学校のカンファレ

ンスの中で、このケースはやっぱりＳＳＷに繋いで、外の支援と繋いだ方が

いいんじゃないかっていうその判断を学校担当の指導主事がして繋いでい

くっていうようなことも現実にはございます。そういう形で、学校の調整整

理や先生の、ＳＳＷの活用の知見を高めるとともに、教育委員会としても方

面事務所通じて、適切な派遣ができるような支援をしていきたいなというふ

うに思っております。 
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【渥美委員】 

 今の話も、教育委員会の中でどういうふうに対応するかっていうことです

が。やっぱり学校としてどういうふうに使うか。どういうふうに、時に派遣

要請するかって、どうも学校があまり使い方を適切に分かってるのかなって

いう印象がね、いろいろなものあって。学校へのいじめの研修の中で、どう

されてるのか。若しくは今のところはまだこれからなのかっていうですね、

それを教えてですね。 

【事務局】 

 はい、いじめの研修の中で、ＳＳＷを活用した事例であったり、それから

その活用の仕方についてはやっておりますが、ただそれが、委員もおっしゃ

るように、やっぱりそこの研修だけでいつも必ず適切にそういう判断ができ

るっていうわけではありませんので、やはりそこは経験値を含む中で、また

先ほどの話につながりますけども、ＳＳＷに来ていただいて外の支援と繋げ

ることで、子どもが良くなったとか解決したとかっていう体験を踏まえるこ

とで、そのＳＳＷの良さや価値っていうのは広まっていくのかな。その部分

ではまだまだかなと思っていますので努力続けていきたいと思います。あり

がとうございます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。石野委員、はい。 

【石野委員】 

 すみません、もう１つお伺いしたいのですけれども。例えばＳＳＷさんの

この課題解決支援チームを活用するというところの中で、あんしんダイヤル

発信であればその保護者さんとか本人とかが正に助けを求めている事案な

ので介入がスムーズにいくのかなと思う反面、先ほどヤングケアラーなどの

場合っていうような例示が出ましたけども。もしそういった事案において、

学校側が介入できたらいいなというふうに思いながら、ただ例えばその保護

者さんの明確な同意が得られずになかなかこう介入を決断できないみたい

なケースもあるのかなとは思うんですが。ただ実際問題なんですかね。介入

を決断してから説得をして何かこう変わっていったりとかするのかなとい

うふうな思いも感覚的にはあるんですけれども。その辺その介入のタイミン

グも、決断のところで保護者さんの同意というところがないと、そもそも始

められないというところなのかなとか、その辺ってどうなってるんでしょう

か。 

【栗山委員長】 
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 いかがでしょうか。 

【事務局】 

 ありがとうございます。正に今の部分は学校、つまり教育だけでは、解決

困難な事案っていうふうに捉えておりまして。例えば区役所だとか、それか

ら児童相談所であるとか、そういう福祉施設やそういう機関と連携をしなが

ら、例えば同意が得られないけれども子どもが不利益を被っているんではな

いかっていう捉えを、例えば学校がキャッチした時に、まさに専任やＳＳＷ

と、そういう関係機関とケースをしてどういうアプローチ、それぞれがどう

いうアプローチをしたら子どもを救うことができるんだというような取組

をまさに進めなければいけないなということも実際にやっているケースも。

ただ、非常に難しさのあることは委員のおっしゃるとおりで、課題意識も共

有しているつもりでございます。 

【石野委員】 

 ありがとうございます。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございました。 

【近藤委員】 

 別件でいいですか。 

【栗山委員長】 

 別件ですか。はい。じゃあ時間が今もう２時間ぐらいもう経過している状

況で。忌たんない御意見を、って話しでしたので、白熱するのは良いことだ

と思いますけども。 

【近藤委員】 

 短くいきます。 

【栗山委員長】 

 はい、お願いします。はい。 

【近藤委員】 

 「教育委員会の取組」の(３)の「多面的にとらえるため」に際しての整理

なんですが。大変良いことで、取組進めていただきたいなというのがあるん

ですけど。ただ文言上ここに書いてあることは、体制を整えましたよってい

うことが書いてあって。目的がちょっと弱いかなと。要するにあの、28年度

に書いてあるように深い児童生徒理解のためにというその 大の目的を今

後としてどこかに入れるべきであろうな。こう整えましたっていう組織体制

が整えられても、個々の教員が向き合わない。個々の教員の、発達課題持つ



  

40 
 

子どもたちも含めて向き合う力量ってないといけなくて。そこの組織体制は

これがそれをやりやすい状態で作っているんだけど 大の目標は深い児童

生徒理解であろうと、そういった文言は入れた方がいいんじゃないかなと非

常に感じております。以上です。 

【栗山委員長】 

 今のはご意見ということでよろしいですかね。今の御意見も踏まえて御検

討いただきたいと思います。他に御意見等いかがでしょうか。片山委員お願

いします。 

【片山委員】 

 いじめの認知件数のところで、数字が挙がっているんですけど、平成27年

から令和元年までで、今度は子どもの人数が関わっていると思うんですよ

ね。子どもの人数の影響と、この各年度の意味もよく分かるんじゃないかな

と思いました。以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、ありがとうございます。それでは今の御意見も踏まえて、表の出し

方に関しては御検討いただきたいと思います。辻委員どうぞ。はい。 

【辻委員】 

 すみません、あの、我慢できなくて。 

【栗山委員長】 

 我慢しなくていいですよ。 

【辻委員】 

 すみません。短く１点質問したいんですけど。研修のその持ち方をずっと

考えていて、認知のその先に、っていうことなんですけど。根本的になんだ

ろうかっていうことをずっと考えていて。研修の中で、研修の質として、教

員が自分のいじめ体験を、あるいは校長の研修会で自分がいじめ体験を語る

という場面はありますか。 

【事務局】 

 語るというのは多分自ら語って良い場だという認識があって、ご自身の判

断で語るっていうことは、場によってはもしかしたらあるかもしれません

が。こちらからそういった場を設定するっていうことはなかなか難しいかな

とは思っている一方で、例えば不登校の保護者の会なんていうのを企画して

いるんですけれども。そういった場では保護者の方が、御自身の体験を赤

裸々に語るっていうことが自然と行われて。それがまたお互いの学びだった

り、不安の解消だったりっていうことにも繋がっていくというような場面も
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あることは承知しております。いじめの体験を語るっていうのはまた、何て

言うんですかね。自分自身の傷つきをさらけ出す、さらけ出すっていうか、

さらすということにもなって。本当にある意味その語る人自身の意識、意思、

場の雰囲気等々含めて、ちょっと一概にそういった場がこちらとして御用意

できるかどうかっていうこと、あるいはそういった場があったかどうかとい

うことについて認識についても確かじゃないというのが実情でございます。 

【辻委員】 

 ありがとうございます。とても安全な場がないとできないと思うのですけ

れども、この当事者意識がないところから支援はできないと思います。やっ

ぱり自分の傷つき体験を言葉にできるということは、それはやっぱりこなし

ていくし、目の前で子どもたちが傷つき合っているところを見て、それを察

知できる感度ってものすごく影響あると思うんです。だから、校長先生や教

員が語れなかった時、やっぱりそこに向き合うのが研修だと、実質的な研修

だと思います。でも、語れないっていうことを表明することも大事だと思う

んですけども。だから、本質的な研修っていうのはそこにあるんじゃないで

しょうか。いじめる側、いじめられる側、傍観者、ストッパーになった人、

なんでもいいんですけど。それがいろんな本質の先を体験として見据えてい

けるんじゃないかというのが考えた次第です。意見です。以上です。 

【栗山委員長】 

 はい、御意見として参考にしていただければと思います。ではよろしいで

すか。そろそろ２時間10分経ってしまいますけどもよろしいでしょうか。そ

うしましたら、本日はたくさんの御意見をいただきまして、大変貴重な御意

見をいただきましてありがとうございました。本日いただきました委員の皆

様の御意見踏まえまして、私と西村副委員長で意見書案を作成するとしまし

て、意見書案を各委員の皆様に御確認いただいた上で 終的に教育委員会に

対する意見具申として提出したいと思いますけれども、そういう流れでよろ

しいでしょうか。はい。じゃあそのようにさせていただきたいと思います。

そうしましたら以上で本日の議題の１番の審議を終了したいと思いますが。

本日の議題は以上でございますけれども、何か委員の皆様から他にございま

すでしょうか。よろしいですかね、はい。ありがとうございます。 後に次

回の委員会について確認をさせていただきます。次回の委員会は６月15日

(木)18時からを予定しております。その会議はまだ、会議形態は分からない

ですよね。 

【事務局】 
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 会議形態はちょっとまた、コロナが５類になったということもございます

ので、基本的にはリアルっていう形は、想定はしているんですけれども、当

然移動時間とかそういった委員の皆様の御都合もございますので、そういっ

た点を事前正副のところで正副委員長と相談の上決定していきたいという

ふうに考えております。 

【栗山委員長】 

 はい。ということでございまして、会議形態はまだ未定でありますけれど

もまた引き続きよろしくお願いします。それでは本日の会議は終了となりま

す。本日は長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

＜終了＞ 

 

資  料 【議題１（公開）】 

・資料１：「いじめ重大事態に関する再発防止策」令和４年度の取組状況につ

いて（諮問）（令和５年５月 18 日教人児第 225 号） 

・資料２：「いじめ重大事態に関する再発防止策」令和４年度の取組状況につ

いて 

・資料３：いじめ重大事態に関する再発防止検討委員会報告書（平成 29 年３

月 31 日横浜市教育委員会いじめ重大事態に関する再発防止検討委員会） 

・資料４：横浜市いじめ防止基本方針（平成 25 年 12 月策定 平成 29 年 10 月 

改定 横浜市） 
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